
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三
六

告

示

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
三
六

公

告

○
特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
三
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
七

○
農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
三
七

雑

報

○
福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
を
公
告
す
る
件

一
三
八

規

則

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
一
号

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
」
を
加

え
る
。

第
五
条
中
「
災
害
救
助
法
施
行
令
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
法
第
七
条
第
五
項
」
を
「
令
第
五
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
市
町
村
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
中
「
災
害
救
助
法
施
行
令
」
を
「
令
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
二
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈡
中
「
一
六
、
○
〇
〇
円
」
を
「
一

六
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈥
中
「
二
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
九
〇
〇
円
」

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈦
中
「
二
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の

一
の
１
の
㈧
中
「
二
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中
「
災
害
救
助

法
施
行
令
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
（
裏
）
中
「第

31条

」
を
「第

32条

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
三
頁
中
「都

道
府
県
知
事

」
を
「都

道
府
県
知
事
等

」
に
、
「収

用
す
る
た
め
に

」

を
「収

用
す
る
た
め

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
災
害
対
策
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
元
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
黒
磯
棚
倉
線

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
富
岡
字
富
岡
一

令
和
元
年
七
月
二
三
日

六
九
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
棚
倉
字
日
向
前

二
〇
三
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
七
十
号

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元
年
七

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
、
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
、
福
───────────────────────────────────────────────────────────
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島
市
市
民
情
報
室
、
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課
、
田
村
市
産
業
部
商
工
課
、
本
宮
市
産
業
部
商

工
観
光
課
、
川
俣
町
産
業
課
商
工
交
流
係
、
大
玉
村
産
業
建
設
部
産
業
課
商
工
観
光
係
、
猪
苗
代
町
商

工
観
光
課
、
三
春
町
産
業
課
、
浪
江
町
産
業
振
興
課
及
び
葛
尾
村
地
域
振
興
課
地
域
づ
く
り
推
進
係
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
新
設
に
係
る
土
地
の
所
在
地

メ
ガ
ス
テ
ー
ジ
二
本
松

二
本
松
市
冠
木
三
九
番
ほ
か

二

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。
（
二
本
松
市
、
福
島
市
、
郡
山
市
、
田
村
市
、
本
宮
市
、
川
俣
町
、
大
玉
村
、
猪
苗

代
町
、
三
春
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
）

三

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公
告
第
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
東
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

二
瓶

和
馬

会
津
若
松
市
河
東
町
浅
山
字
浅
野
二
〇
二
番
地

同

福
原

●
二

同

市
河
東
町
広
野
字
北
高
野
一
番
地

同

榊
原

直
男

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
村
中
甲
一
五
二
番
地

同

笠
井

武
彦

会
津
若
松
市
中
央
三
丁
目
九
番
一
二
―
五
〇
一
号
サ
ン
デ
ュ
エ
ル
会
津
中
央

通
り

同

板
橋

幸
藏

同

市
河
東
町
金
田
字
塩
庭
一
一
番
地

同

渡
邉

友
衛

同

市
河
東
町
熊
野
堂
字
村
内
三
〇
番
地

同

鈴
木

嘉
一
郎

同

市
河
東
町
大
田
原
字
堂
島
一
八
一
番
地

同

小
原

啓
三

同

市
一
箕
町
大
字
鶴
賀
字
船
ケ
森
二
五
番
地

同

高
畑

孝

同

市
河
東
町
倉
橋
字
槻
木
一
五
三
番
地

同

鈴
木

芳

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
道
北
乙
一
五
番
地

同

穴
澤

勇
治

会
津
若
松
市
河
東
町
広
田
字
六
丁
二
二
〇
番
地

同

伊
藤

富
士
江

同

市
河
東
町
郡
山
字
金
道
二
六
番
地

同

稲
垣

忠
俊

同

市
河
東
町
福
島
字
島
原
四
四
番
地

監
事

原

順
一

同

市
河
東
町
代
田
字
大
坪
四
一
番
地

同

鈴
木

光
雄

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
道
北
乙
一
四
番
地

同

吉
田

亘

会
津
若
松
市
河
東
町
東
長
原
字
長
谷
地
九
六
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

榊
原

直
男

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
村
中
甲
一
五
二
番
地

同

高
畑

孝

会
津
若
松
市
河
東
町
倉
橋
字
槻
木
一
五
三
番
地

同

伊
藤

富
士
江

同

市
河
東
町
郡
山
字
金
道
二
六
番
地

同

穴
澤

勇
治

同

市
河
東
町
広
田
字
六
丁
二
二
〇
番
地

同

鈴
木

芳

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
道
北
乙
一
五
番
地

同

笠
井

武
彦

会
津
若
松
市
中
央
三
丁
目
九
番
一
二
―
五
〇
一
号
サ
ン
デ
ュ
エ
ル
会
津
中
央

通
り

同

外
池

勝
馬

同

市
河
東
町
浅
山
字
浅
野
一
四
五
番
地

同

鈴
木

正
喜

同

市
河
東
町
大
田
原
字
堂
島
一
四
五
番
地

同

上
林

久
雄

同

市
河
東
町
浅
山
字
古
寄
一
三
番
地

同

渡
邉

市
雄

同

市
河
東
町
熊
野
堂
字
櫓
六
三
番
地
一

同

平
塚

与
八

同

市
高
野
町
平
塚
九
番
地

同

伊
海
田

芳
弘

同

市
河
東
町
福
島
字
島
原
八
八
番
地

同

佐
藤

久
智

同

市
河
東
町
広
野
字
冬
木
沢
二
一
八
番
地

監
事

佐
藤

雅
美

同

市
河
東
町
東
長
原
字
原
田
八
四
番
地

同

原

順
一

同

市
河
東
町
代
田
字
大
坪
四
一
番
地

同

石
村

善
一

同

市
一
箕
町
大
字
亀
賀
字
郷
之
原
三
九
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
七
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

鮫
川
堰
管
理
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
七
月
十
日
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

管
理
規
程
を
定
め
た
者
の
名
称

鮫
川
堰
土
地
改
良
区

二

管
理
規
程
の
概
要

１

取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
等
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
一

日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量
を

取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

２

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
等
を
常
に
良

好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

───────────────────────────────────────────────────────────
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頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
制
を
と
り
、
関
係
機

関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に
報
告
し
、

そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

４

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を
記

録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
村
計
画
課
）

雑

報

福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
福
島
県
報
へ
の
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と

お
り
登
載
す
る
。

令
和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
平
成
三
十
年
度
の
決
算
に
係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
元
年
七
月
二
十
三
日

福
島
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

立

谷

秀

清
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